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 厚生労働省 

厚生労働省は 2月 26日、「新型コロナウ

イルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取

扱いについて（その 35）」と題した事務連

絡を発出。「特に必要な感染予防策」を講じ

たうえで診療を実施した医療機関は、外来

（医科・歯科とも）1回5点、入院1日10

点、調剤 1回 4点、訪問看護 1回 50円を

加算できるとした。2021年4月診療分から

9月診療分までの臨時措置となる。医療機関

に対する事実上のコロナ支援策といえそうだ。 

 

■６歳未満の乳幼児診療が対象の 

特例加算も９月分まで継続 

現在実施されている 6歳未満の乳幼児への

小児外来診療における特例の加算も、2021

年 9月診療分まで延長される。これは、医科

100点、歯科55点、調剤12店が加算され

るというものだ。乳幼児の場合、6歳以上の

小児や大人と違って診療の際の接触機会も多

く、また自ら症状を明確に伝えるのも困難で

あることが考慮され、大幅な加算がなされて

いる。小児科を標榜する医療機関が、とりわ

けいわゆる“受診控え”の影響を大きく受け

ていることも、当然背景にある。 

また、「新型コロナウイルス感染症から回

復した後、引き続き入院管理が必要な患者を

受け入れた保険医療機関」への加算特例も継

続となった。二類感染症患者入院診療加算

（250点）の3倍に相当する点数750点を

算定することが可能だ。 

なお、加算の算定が可能な要件である「特

に必要な感染予防策」は「『新型コロナウイ

ルス感染症（COVID－19）診療の手引き』

等を参考に、感染防止等に留意した対応を行

うこと」と明記。 

事務連絡に添付した Q&A 集には、「感染

防止等に留意した対応の例」として「状況に

応じて、飛沫予防策や接触予防策を適切に行

う等、感染防止に十分配慮して患者及び利用

者への診療等を実施すること」「新型コロナ

ウイルス感染症の感染予防策に関する職員へ

の周知を行うこと」「病室や施設等の運用に

ついて、感染防止に資するよう、変更等に係

る検討を行うこと」の3点を挙げている。 

 

■次期改定の議論に 

どのような影響を及ぼすか注目 

今回の特例措置は、2020年 12月 18日

の中央社会保険医療協議会総会で了承された

内容だ。ただし、すんなりと了承をされたわ

けではない。その前日、12月 17日に実施

された2021年度予算編成に向けての田村憲

久厚労相と麻生太郎財務相の大臣折衝で示さ

れた方針に則って急遽審議されたため、支払

側委員が審議プロセスを軽視していると猛反

発。幸野庄司健康保険組合連合会理事は「反

対できないものを書面で合意して 14時まで

にこの書面にサインしろというのは、これは

あまりにも乱暴過ぎるのでは」と言及。緊急

とはいえ、中医協の議論を形骸化させるので

はと主張した。 

診療報酬改定をめぐって、大臣折衝で急遽

決定した過去もあり、政府主導にシフトしつ

つある現状を牽制する狙いも透けて見えた一

幕であり、次期改定の議論にどのような影響

を及ぼすか注目したいところだ。 
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 国立高度専門医療研究センター６機関  
国立がん研究センターを含む国立高度専門

医療研究センター6機関は、2月 19日に

「疾患横断的エビデンスに基づく健康寿命延

伸のための提言（第一次）」を発表。日本人

の健康寿命を延ばすために必要な予防行動な

どについて、個人とそれを取り巻く社会的要

因に関する目標を提言した。 

6機関によれば、同種の提言は日本初のも

の。今後、6機関の連携を継続してコホート

研究（疾病の要因と発症の関連を調べるため

の観察適研究手法の 1つ）を推進し、「日本

人のエビデンス」を構築することで「日本人

のためのより確かな提言」として更新を継続

していくという。 

 

■喫煙、飲酒、食事など１０項目を提示 

今回の提言に参画したのは、国立がん研究

センターのほか国立循環器病研究センター、

国立精神・神経医療研究センター、国立国際

医療研究センター、国立成育医療研究セン

ター、国立長寿医療研究センター。 

「喫煙」「飲酒」「食事」「体格」「身体

活動」「心理社会的要因」「感染症」「健

診・検診の受診と口腔ケア」「成育歴・育児

歴」「健康の社会的決定要因」の 10項目に

ついて、それぞれエビデンスを提示したうえ

で提言を展開している。 

「健康寿命」は、寿命とは意味が異なる。

「健康上の問題で日常生活が制限されること

なく生活できる期間」を意味しており、それ

を実現するにはあらゆる疾病を横断的に予防

しなければならないことは明らかだ。健康寿

命と寿命との差を縮めることによって、国民

1人 1人の生活の質が向上することはもちろ

ん、医療費の増加スピードを抑えることも可

能になると期待されるが、今回の提言のプレ

スリリースによれば、「これまで、予防につ

いて疾患横断的にまとめられたガイドライン

や指針はありませんでした」という。 

 

■健康寿命延伸を妨げるのは「不健康な期間」 

なお、2001年からの推移を見ると、平均

寿命は 2001 年が男性 78.07 歳、女性

84.93歳だったのが 2016年は男性 80.98

歳、女性 87.14 歳に上昇。健康寿命は

2001年に男性69.40歳、女性72.65歳だ

ったのが 2016年は男性 72.14歳、女性

74.79歳と上昇している。 

一方で、健康寿命と寿命の差とされる「不

健康な期間」は、男性では 8～9年、女性で

は 12～13年と横ばいで推移。今回の提言で

は、そこに影響する大きな要因として「要介

護」を挙げており、要因は多い順に認知症

（17.6％）、脳血管疾患（16.1％）、高齢

による衰弱（12.8％）、骨折・転倒

（12.5％）、関節疾患（10.8％）となって

いる。 

また、「60歳代までは循環器病の割合が

最も大きく、70歳代以上では徐々に認知症

や骨折・転倒の割合が大きく」なると指摘す

るとともに、死因として最も多いがんは数％

程度であることも示している。提言では具体

的な前述の 10項目それぞれに対し、具体的

な目標を明記。医療機関や介護施設などで、

患者や利用者に向けて健康寿命延伸のための

アドバイスをする際に役立ちそうだ。 
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厚生労働省は 2月 26日付で、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取

り扱いについて（その36）」を、地方厚生（支）局や都道府県に宛てて事務連絡した。 

在宅医療の部（調剤においては薬学管理料の節）に掲げる診療報酬点数のうち、算定できる

患者を、「通院が困難な者であることまたは疾病・負傷等のために通院による療養が困難な者」

としているものについて、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基

づき、「宿泊施設または居宅もしくはこれに相当する場所から外出しないことを求められてい

る者（自宅・宿泊療養を行っている者）」である場合には、その対象となるとしている。 

また、自宅・宿泊療養を行っている者またはその看護にあたっている者から新型コロナウイ

ルス感染症（COVID-19）に関連した訴えで往診を緊急に求められた場合、速やかに往診しな

ければならないと判断してこれを行った場合、緊急往診加算を算定できるとした。同様に、主

治医の指示に基づき訪問看護ステーションまたは保険医療機関が緊急に訪問看護を実施した場

合も、緊急訪問看護加算が算定できるとした。この際、特別管理加算等の算定も可能と示した。 

さらに、自宅・宿泊療養を行っている者に対して、在宅酸素療法に関する指導管理を行った

場合、在宅酸素療法指導管理料2「その他の場合」（2400点）を算定できるとした。 

この際、酸素ボンベ加算、酸素濃縮装置加算、液化酸素装置加算、呼吸同調式デマンドバル

ブ加算または在宅酸素療法材料加算について、使用した場合には算定できることも示した。 

 

 

 

 
 
 

厚生労働省の「厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会」（部会長＝森尾

友宏・東京医科歯科大学発生発達病態学分野小児科教授）と「薬事・食品衛生審議会薬事分科

会医薬品等安全対策部会安全対策調査会」（岡明・埼玉県立小児医療センター病院長）は 2月

26日、合同で会合を開き、新型コロナウイルスワクチン接種での副反応疑い報告の取り扱い

方針を決めた。 

この日厚労省は、副反応疑い報告の今後の公表方針について提案。死亡･アナフィラキシー事

例の場合は、当面それぞれ発生が判明した時点で速やかに公表し、直近に開催される合同部会 
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で評価を行うとした。死亡･アナフィラキシー以外の事例では、この日の合同部会以降、合同部

会の度に公表するとした。なお、未知の事象が高頻度に報告された場合は別途対応を検討する。

さらに死亡等の事例も、合同部会でそれぞれ 1度評価を行った以降は、発生時ではなく、それ

ぞれ合同部会の度に死亡･アナフィラキシー以外の報告事例と併せて公表するとした。 

合同部会は、これらの提案を了承した。 

 

 

 

 

 

厚生労働省は 2月 25日付で、「感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法

律における新型コロナウイルス感染症患者の退院および就業制限の取り扱いについて（一部改 

正）」を、都道府県等に宛てて通知した。 

通知では、人工呼吸器等による治療（人工呼吸器管理または体外式心肺補助〈ECMO〉管理）

を行った場合の退院に関する基準について、以下を「病原体を保有していないこと」として差

し支えないとしている。 
 

▼発症日から 15日間経過し、かつ、症状軽快後 72時間経過した場合（ただし発症日から 20日間

経過するまでは退院後も適切な感染予防策を講じる） 

▼発症日から 20日間経過以前に症状軽快した場合に、症状軽快後 24時間経過した後に核酸増幅法

等の検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した 24時間以後に再度検体採取を行

い、陰性が確認された場合 

 

 

 

 

 

 

日本医師会（日医、中川俊男会長）は 2月 25日の定例記者会見で、インターネットやド

ラッグストアなどで販売されている、唾液による新型コロナウイルスの抗原検査キットについ

て、憂慮する見解を示した。 

会見で今村聡副会長は、「感染症の検査を目的としているものの、医療用ではない（薬事承

認されていない）研究用の抗原検査キットが、インターネットやドラッグストアなどで販売さ

れている」と指摘。購入者がこれにより感染の有無の判断ができると誤認する可能性があり、

「公衆衛生学的にも、感染対策としても極めて大きな問題」との認識を示した。(以下、続く） 
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 厚生労働省 ２０２０年１１月２６日公表 

 

病院の施設数は前月に比べ ４施設の減少、病床数は ７０１床の減少。 

一般診療所の施設数は １３３施設の増加、病床数は １８２床の減少。 

歯科診療所の施設数は １０施設の減少、病床数は 増減無し。 

 

 
 

各月末現在 

 
施設数 

増減数  
病床数 

増減数 
令和2年9月 令和2年8月 令和2年9月 令和2年8月 

総数     179 475      179 356    119  総数    1 599 008   1 599 891  △    883  

病院        8 243         8 247  △     4  病院    1 511 734   1 512 435   △    701  

 精神科病院        1 054         1 054  -   精神病床      324 901      324 956   △     55  

一般病院        7 189         7 193  △     4  感染症病床        1 892        1 892  -  

 療養病床を 

 有する病院 

（再掲） 

       3 580         3 583  △     3   結核病床        4 154        4 154  -  

 地域医療 

 支援病院 

（再掲） 

         625           624         1   療養病床      293 143      293 407   △  264  

     一般病床      887 644      888 026   △    382  

一般診療所     103 045      102 912     133  一般診療所       87 216       87 398   △    182  

 有床        6 404         6 414 △    10      

 療養病床を有する 

一般診療所 

（再掲） 

         707           708 △     1  
 療養病床 

 （再掲） 
       7 058        7 071   △     13  

 無床       96 641        96 498     143      

歯科診療所       68 187        68 197 △    10  歯科診療所           58           58  -  
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令和２年９月末現在 

  
  病 院 一般診療所 歯科診療所 

施設数 病床数 施設数 病床数 施設数 

総数  8 243 1 511 734  103 045  87 216  68 187 

 国 厚生労働省   14  4 322   20 - - 

   独立行政法人国立病院機構   140  52 868 - - - 

   国立大学法人   47  32 646   147 -   1 

   独立行政法人労働者健康安全機構   32  12 218 - - - 

   国立高度専門医療研究センター   8  4 135   2 - - 

   独立行政法人地域医療機能推進機構   57  15 372   5 - - 

   その他   23  3 573   364  2 169   3 

 都道府県   198  52 046   270   176   7 

 市町村   610  123 786  2 919  2 134   256 

 地方独立行政法人   109  42 176   36   17 - 

 日赤   91  35 071   205   19 - 

 済生会   83  22 616   51 -   1 

 北海道社会事業協会   7  1 715 - - - 

 厚生連   100  31 941   67   44 - 

 国民健康保険団体連合会 - - - - - 

 健康保険組合及びその連合会   8  1 791   290 -   2 

 共済組合及びその連合会   40  13 169   140 -   5 

 国民健康保険組合   1   320   16 - - 

 公益法人   203  50 424   509   208   100 

 医療法人  5 690  843 935  44 320  66 971  15 188 

 私立学校法人   112  55 433   189   38   18 

 社会福祉法人   198  33 626  10 128   359   38 

 医療生協   82  13 715   300   237   49 

 会社   30  8 143  1 638   10   12 

 その他の法人   202  41 969   825   284   125 

 個人   158  14 724  40 604  14 550  52 382 

 
  

   ２ 開設者別にみた施設数及び病床数 
 



 

７ 

病床（千床） 病院病床数 

病院及び一般診療所の療養病床数総計 病床（千床） 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

医療施設動態調査（令和２年９月末概数） の全文は、 

当事務所のホームページの「医業経営TOPICS」よりご確認ください。 
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給与体系を抜本的に改革する好機 

役割・能力型給与制度の 

構築ポイント 
          １．人事制度の実態と今後の方向性          

          ２．役割等級制度の設計           
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令和元年 11月の中央社会保険医療協議会総会で公表された「第 22回医療経済実態調査結

果報告に関する分析」では、平成30年度における職員の平均年収額が記載されています。 

職種別にみると、看護職員の平均年収は、病院で507万円、診療所では386万円で、看護

補助についてみると、病院で302万円、診療所では239万円となっています。 

看護職員や看護補助の病院と診療所の給与差については、夜勤の有無や諸手当の加算の有無

等によるものと考えられます。 

医療技術員についてみると、病院で465万円、診療所では434万円となっており、病院と

診療所で大きな差はありません。 

また、事務職員については、病院で421万円、診療所では302万円となっており、病院の

方が高い給与水準となっています。この給与差は、求められるスキルの違いや諸手当の加算の

有無等が影響しているものと考えられます。 

総括すると、診療所の職員の平均年収は病院と比較して低い傾向にあり、職員に長く務めて

もらうためには納得できる給与の決め方が必要になります。 

 

◆職員給与の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）1 平均年収の範囲の最大・最小は、集計表が存在する集計単位を対象とした場合における最大・最小である。対象とな 

る集計単位は以下の通り。 

病院（国立、公立、公的、社保法人、医療法人、その他、法人その他全体、個人、全体） 

診療所（有床 個人、有床 医療法人、有床 その他、有床 全体、無床 個人、無床 医療法人、無床 その他、無床 全体、 

全体 個人、全体 医療法人、全体 その他、全体）、 

歯科（個人、医療法人、その他、全体）､ 保険薬局（個人､法人､1店舗､2～5店舗､6～19店舗､20店舗以上､全体） 

注）2 端数の処理の関係で、「範囲」の列は必ずしも表中の(B)－(A)の値と一致しない。 

（出典）厚生労働省 中央社会保険医療協議会総会 第22回医療経済実態調査結果報告に関する分析
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人事制度は、役割等級制度を中心に人事評価制度、賃金制度、退職金制度、教育制度で構成

されます。役割等級制度が、キャリアパスの位置付けとなり、職員に期待する基準を階層ごと

に明確にするとともに、職員が自院に貢献した度合いを人事評価制度によって評価し、その結

果を賃金制度、退職金制度に反映させます。 

役割等級制度構築のポイントは、自院で必要な役割と役割を果たすために必要な能力の基準

を等級ごとに定義し、職員の組織上の位置づけを明確にすることです。 

役割・能力によって等級を定義したものを等級フレームといい、人事制度全体の設計図に該

当します。医局や看護といった部門で分けた組織構造や医師、看護師や薬剤師といった職種

（保有ライセンス）を重視するのではなく、職階（役割と能力を基準とした資格等級）を

ベースとした横展開の運用を行います。 

 

◆役割等級制度のイメージ 
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従来の基本給は、単一型で支給意義は生活保障と労働に対する対価が混同し曖昧でした。 

このため、支給決定の基準として明確な年齢や勤続年数が採用され、職員の生活安定には寄

与していましたが、自院の業績とは無関係に人件費を押し上げていました。 

職員の経験で基本給が決まり、経験を増すごとに昇給がなされていたため、職員は毎年昇給

して当然という意識が働いていました。 

これからの給与制度は役割、発揮能力を主な基準として運用し、人件費の決定根拠を明確に

するため、基本給を数階層の構成とします。役割区分ごとに基本給の支給意義や昇給・降給の

根拠を明確にすることにより、役割区分と処遇の関係を構築します。 

 
◆基本給の類型 

 従来型基本給 新基本給 

構成 
単一型 

生活保障、労働対価 混同 

数階層型 

生活保障、労働対価 分離 

主な支給 

決定要素 
年齢（勤続年数）、職種 

役割、能力、職種、 

年齢（勤続年数） 

支給の着眼点 
世間相場 

昇給額をいくら上げるか 

世間相場 

人件費予算の中でいかに配分するか 

職員の意識 もらって当然 努力した結果の反映 

 

 
 

（１）基本給表の作成ポイント 

基本給は、一般的に段階号俸表といわれる賃金表を作成することによって設計します。 

在籍する職員の賃金分布、今後の労働分配率のあり方、業界の平均賃金などを総合的に勘案

して、学歴別の初任給と１年当りの標準昇給金額（以下ピッチ）を決定し、賃金表を作成しま

す。通常はピッチを５分割して１号俸の金額を設定します。標準昇給額を５分割する理由は、

人事評価の結果に応じて、昇給に格差をつける際、きめ細かく対応できるようにするためです。 

 

（２）基本給表の作成例 

例を示して設計方法を解説します。現在の在籍者をもとに、18歳と 40歳（管理職の手前）

職員の基本給の差を計算します。 

既存の昇給率を維持するのであれば、これでピッチが決定します。 
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基本給表の作成手順 
 

基本給表の作成手順   
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１２ 

レポート全文は、当事務所のホームページの「医業経営情報レポート」よりご覧ください。 

 

 

 

 
 

Ａ診療所では、職員に自院の収入、経費及び人件費などの割合を具体的な経営指標として公

表しています。特徴として、収入に対して人件費は40％、材料費は20％、家賃５％、広告費

３％などあらかじめ配分を設定しておき、収入が増えるほどその費用に充てる金額も増える仕

組みとしています。例えば、１億円の収入があれば、その内の４千万円が人件費に充てられ、

賞与に反映させています。目的は、職員に自院の経営状況や経営指標を示すことでお金の流れ

を知ってもらい納得性を高めるためです。 
 
◆給与の仕組み 

●給与形態 

・医師：年俸制（前期の実績から今期の年収を交渉） 

・医師以外の職員：月給（昇給有）＋賞与＋業績手当 

●賞与 

・年２回人事評価と連動させて支給額を決定 
 
◆賞与の仕組み 

●賞与原資＝収入×40％－総人件費 

●一人当たりの賞与＝賞与原資÷（職員数×勤続年数×評価点数） 

●評価方法 

・自己評価及び上司の評価＋面談 

●評価項目 

・能力や業務の量・質など  ・情意評価 
 

◆業績手当の仕組み 

●ＫＰＩ（重要業績評価指数）を達成した場合に支給 

●ＫＰＩの構成要素 

⇒月間来院数、新患数、かかりつけ登録数、ＮＰＳ※10点評価数、患者平均単価 

※ＮＰＳとは、自院のサービスに対する顧客ロイヤルティを数字で計測して確認する指標 
 
 
 
 

Ｂ診療所では、事業規模の拡大に伴う職員数の増加と給与配分の公平性、納得性を高める目

的として、「年齢給」「勤続給」「職能給」で基本給を構成する給与制度を採用しました。 

職員にこの制度の仕組みや各等級（金額）を全て公表しています。 

中途採用が多いＢ診療所では、年齢給や勤続給の配分を落とし、職能給に一定のボリューム

をもたせることで納得性の高い給与制度としています。また、職能給には経営を圧迫しないか

シミュレーションを通して昇給等を検討できる役割をもたせています。 

 

   

経営状況と連動した給与制度の事例     

基本給の内訳を明確にした給与制度の事例     
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１３ 

付加価値の最大化を図る病床・収入別管理項目 

について教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一般・療養の各病床、入院・外来収入における管理項目は、次のようなも

のがあります。これらのデータを管理していく上においては、まず事業計画

として事前の収入を予算化することが前提となります。 

前年実績に対して、今年度はどのような数値目標を設定するのかは、非常

に重要なことですから、是非実践してください。 
 

１．病床管理項目 

（１）  一般(急性期)病床管理項目 

●初診患者紹介率 

●平均在院日数 

●年齢別構成 

●主要手術件数 

 

 

（２） 療養(慢性期)病床管理項目 

●病床稼動率 

●平均要介護度 

●リハビリテーション実施件数 

 

 

 

 

２．収入管理項目 

（１）  外来収入管理項目 

●外来延患者数(新患数、再来新患数、再診患者数 ●１日平均外来患者数 ●初診患者紹介件数 

●救急車搬入件数  ●外来患者単価          ●診療行為別収入 
 

（２） 入院収入管理項目 

●入院延患者数   ●入退院患者数（入退院ルート別患者数）、1日平均入院患者数 

●平均在院日数   ●病床稼働率        ●入院患者単価    ●診療行為別収入 
  

付加価値の最大化を図る 

病床・収入別管理項目 
 

ジャンル：診療報酬 ＞ サブジャンル：診療報酬適正化 



 

１４ 

経費節減対策として管理すべき医業費用項目に 

関して解説してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．材料費等に関する項目 

●薬剤購入費(医業収益対薬剤費比率) ●診療材料費(医業収益対診療材料費比率) 

●給食材料費（医業収益対給食材料費比率、一食当たり単価） 

これらの項目については、前年実績と対比してその比率の変化を月次単位

でチェックする必要があります。 

 

 

 

 

 

 

予算（目標値）をクリアできなかった場合にはその原因について検証する仕組みがなければ

ならないことは言うまでもありませんが、必ず掘り下げたデータに基づく原因分析を行なわな

ければなりません。 

 

２．人件費等に関する項目 

●人件費比率    ●労働分配率 

医業収益に対する人件費比率が人件費比率で、概ね５０％以下が適正値ということができま

す。さらに付加価値に対する割合に注目した値が労働分配率です。 

経営指標として収益性を判断するには労働分配率を管理していく必要があります。 

 

３．その他の経費 

●検査委託費（対医業収益比率) ●給食委託費(対医業収益比率、食事療養費比率、１食当たり単価) 

委託費については、毎年の費用対効果を勘案し、見直しを進める必要があります。 

漫然と契約更新することなく、単に金額によるのではなく、医療サービス体系全般に照らし

て総合的に判断して、契約更新する必要があります。 

経費節減対策として 

管理すべき医業費用項目 

ジャンル：診療報酬 ＞ サブジャンル：診療報酬適正化 


